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地区連合自治会町内会長 様 

自治会町内会長 様 

 

南区総務課長 

令和８年経済センサス-活動調査の実施について 

 

 

昨年の国勢調査におきましては、皆様方の多大な御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本年６月１日を調査期日として、統計法に基づき、総務省及び経済産業省所管

の基幹統計調査である経済センサス-活動調査を実施します。  

調査期間中、写真付きの調査員証を携行した調査員が事業所を巡回しますので、ご承

知おきくださいますようお願いいたします。 

なお、調査員は統計調査経験者等から既に内定済のため、各自治会・町内会から推薦

いただく必要はございません。 

 

【参考】調査の概要について 

（１）調査の目的 

経済構造統計を作成するために行う調査であり、我が国における事業所・企業の

経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とし

た各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。 

（２）対象事業所数と調査員数 

   南区内全ての事業所・企業（約6,900件）を、約80人の調査員が巡回します。 

（３）調査の日程 

   ・４月下旬から５月下旬  

対象調査区内巡回（調査地域の確認、事業所の活動状況の確認） 

   ・５月下旬 

   未回答事業所・企業への調査書類の再配布 

   ・６月上旬 

    調査票の回収 

 

 

【問合せ】南区総務課統計選挙係 

電話 341-1227 FAX 241-1151 
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